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第１章 業務概要 

 

 １ 件名 

   設備等管理業務 一式 

 

 ２ 契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで   

 

第２章  仕様 

 

１ 業務実施要領 

 本業務の実施については、建物施設の特殊性を十分に理解し、その運営に支障をきたす

ことのないようにするとともに、「労働基準法」「労働安全衛生法」「電気事業法」「消防

法」「水道法」「省エネ法」「ビル管理法」その他業務遂行に関する法律を遵守し、機器を

常に正しい状態で運転し、建物施設の安全と良好な環境保持に努めるものとする。 

 

２ 設備等管理業務を遂行するための業者としての必須条件 

（１）建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業登録者 

登録業者とは、清掃業、飲料水貯水槽清掃業、ねずみ昆虫等防除業、空気環境測定 

業を全部満足できる業者、もしくは環境衛生一般管理者をいう 

（2）下記の各業務における条件を満たす業者 

   なお、落札業者は、落札後、資格届出書の写しを提出すること。 

 

３ 各業務における条件 

（１）別紙１ 【建物設備管理業務】 

（２）別紙２ 【管理サービス業務】 

 

４ 負担区分 

（１）委託者  

ア 業務に必要な電気、水道光熱費 

イ 設備業務用：設備消耗品（空調用フィルター、管球、Ｖベルト、パッキン、水処理薬

剤等） 

ウ 事務用関連（複合機、事務用消耗品、机、イス、ロッカー、キャビネット等） 

エ 通信関連（電話回線、インターネット回線） 

オ 安全・災害用備品：防火衣、ヘルメット等 

（２）受託者  

ア 事務用関連（ＰＣ等） 

イ 通信端末（携帯電話端末、無線機、トランシーバー等） 
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ウ 作業服・警備服（クリーニング代含む）、名札等 

エ 福利厚生関連（常備薬等） 

オ 休憩室什器・備品類：（テレビ、冷蔵庫、ロッカー、ベッド、寝具類等） 

カ 安全・災害用備品：拡声器、誘導棒等 

 

以 上 
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別紙１ 

【建物設備管理業務】 

 

 本業務は本物件における当該建築物の施設や付属設備の設備・建築物管理業務におい

て、日常管理及び定期管理を主たる業務とするもので、所定の研修を修了した者を配属し

たうえで、環境衛生基準やその他の関係諸法令を順守し、良好な環境衛生維持と建物の保

全を心がけ、管理コストの低減に努め、当該施設利用者に快適な環境を提供することを目

的とする。 

 

１ 業務日・時間帯 

  365 日 8:00～翌 8:00（24ｈ） 

  ※実情要望等により別途要請する可能性がある。 

 

２ 要員体制 

本業務遂行において、法律に定められる有資格者を委託者の承認を得て配置する。施

設管理要員は、責任者及び設備員を常駐させるものとする。なお、責任者不在時間帯は

設備員が責任者代行を務めることとする。 

他、各種設備の緊急対応時に２４時間３６５日常駐設備員の応援を速やかに行える体

制を有すること。 

 

（１）体制 

 責任者（１名）8:00～17:00（月～金） 

 設備員（１名）8:00～17:00（土・日） 

 設備員（１名）8:00～翌 8:00（365 日） 

 

（２）要件 

ア 責任者 

（ｱ）設備の点検整備業務について、高度な技術力と判断力ならびに作業の指導等の総

合的な技能を有し、実務経験 10 年以上程度の者 

（ｲ）運転・監視及び日常的な点検保守業務について、高度な技術力及び判断力並びに

作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 10 年以上程度の者 

（ｳ）コミュニケーション能力の高い者 

 

イ 設備員 

（ｱ）設備の点検整備業務について、責任者クラスの指示に従って作業を行う能力を有

し、実務経験 3～5年以上程度の者 

（ｲ）運転・監視及び日常的な点検保守業務について、作業の内容判断がわかる技術力

及び必要な技能を有し、実務経験 3～5 年以上程度の者 
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（ｳ）責任者代行を務めるためのコミュニケーション能力の高い者 

 

  ウ 管理 

   設備管理を行う上でのメンテナンススケジュール管理、履行履歴、報告書資料作成、 

   設備・資材台帳管理、設備情報やメンテナンス履歴をクラウドサーバーにて一元的に 

管理する仕組みを有すること。 

 

（３）資格 

ア 必須の資格（責任者のみ） 

（ｱ）防火管理技能者（行政への資格届出は別途協議とする） 

（ｲ）防災センター要員 

（ｳ）防火管理者 

（ｴ）統括防火・防災管理者 

 

イ 必須の資格（構成員の中に資格保有者を配置させること） 

（ｱ）第一種電気工事士または第二種電気工事士 

（ｲ）建築物環境衛生管理技術者 

（ｳ）乙種４類 危険物取扱者 

（ｴ）乙種消防設備士または消防設備点検資格者 

（ｵ）二級ボイラー技士 

（ｶ）防災センター要員（全員必須） 

（ｷ）自衛消防業務講習修了者（全員必須） 

 

３ 業務内容 

（１）運転監視 ※別表１を参照 

ア 設備機器を稼働させ、その状況を監視する 

イ 館内の稼働状況を把握して、適正に運転制御する（運転・停止・温度調整など） 

ウ エネルギー消費量を監視し、省エネルギー運転に努める 

エ 機器運転に必要な注油、清掃、消耗品交換、薬品投入等の処置を行う 

オ 運転監視機器に警報または異常が発生した場合は、適切な措置を講じる 

 

（２）巡視点検 ※別表２を参照 

ア 巡回点検計画を作成し、それに基づき点検し、機器の外観から機能及び劣化の状態

を調べる。 

イ 機器の電流計などを検針記録し、正常であるか判断する 

ウ 機器が異常と判断した場合は、必要な措置を講じる 

エ 日常的保守作業が必要な機器は、清掃・消耗品交換などを適切に行う 
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（３）官庁検査・定期作業立会い及び日程調整 

ア 作業計画を立案し、業務を計画的かつ運営に支障なく実施する。 

イ 委託者及び各専門業者と業務の連絡調整をし、業務に円滑に進める 

ウ 外注専門会社の点検には、安全管理者を選任して立会う 

エ 関係諸官庁の立ち入り検査等は、委託者とともに立会いを行う 

 

（４）建築物環境衛生管理 

法令に基づく点検、作業（年間計画の立案、測定・検査等の実施、報告書の作成・検

印・保健所検査立会い等）を行う 

 

（５）応急処置（不具合対応措置） 

ア 建築設備の異常・不都合に対し、その時点の最善な措置を講じる 

イ 委託者またはテナントからの不具合対応要請の受付を行う 

ウ 不具合対応要請で受付した業務は、的確に判断して敏速に対応措置を行う 

エ 補修整備が必要なものは、委託者と協議のうえ修理方法を決め措置を行う 

オ 非常事態発生時の対応（火災・停電・漏水・断水・地震・台風等） 

 

（６）補修整備（小修繕） 

ア 点検用保守工具及び常備している材料で可能な範囲の補修整備を行う 

イ 補修整備作業は、運転監視、巡回点検、応急処置に支障ない範囲とする 

 

（７）各種報告書作成 

ア 管理日誌、管理月報、年度報告書、その他報告書取りまとめ、委託者に提供する。 

イ 管理者または関係諸官庁に提示できるように各種図面・図書・資料・検針記録や管

理用帳簿類の管理・保管を行う 

ウ 各種検針の記録・集計・計数管理を行う 

エ 中央監視盤及び計装機器等によるエネルギーデータの収集・管理を行う 

 

４ 定期保守業務 ※別表３を参照 

  機器一覧表、定期保守作業基準表に基づき、設備機器の性能及び機能の総合的な維持管

理により、施設設備を計画的かつ効率的に運用し、医療効果の向上、患者及び職員の生活

環境の充実を図る。また、コンプライアンス、衛生的環境に配慮して保守点検を実施、並

びにかがやきプラザの適正な環境維持を実施するものとする。 

 

（１）点検区分 

ア 法定点検・検査は、施設維持管理に関する関係法令等を遵守し、法令等に定める点

検、計測、整備を行う。 

イ 点検・検査作業結果報告書は、関係諸官庁へ報告できる報告書にまとめる 
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ウ 点検・検査作業結果で不具合が発見された場合は、直ちに対応措置できるものはそ

の場で措置を行う。直ちに対応できない事項は改善案等を具申する 

 

（２）点検・検査作業計画の承認 

ア 管理開始時に年間計画を作成し、点検・検査時期の承認を得る 

イ 作業前は工程表を作成し、事前に作業内容を説明して承認を得る 

ウ 作業にあたっては、書面等により関係部署に周知して協力を得る 

エ 特に影響の大きな停電、断水、ベル鳴動は周知を徹底する。 

（３）点検・検査作業の実施 

 

ア 点検・検査作業は必ず作業責任者を選任する 

イ 外注の専門会社点検・検査作業の場合は、安全管理者を選任し立会いを行う 

ウ 点検・検査作業前、作業後は、必ず委託担当者に報告する 

 

（４）点検・検査作業時間 

点検・検査作業は建物利用に影響を及ぼさないように委託担当者と打ち合わせのう

え、決定する。 

 

（５）報告 

ア 法定の点検・検査報告書は、法令で定められた様式の報告書とする。自主点検・検

査に関しては、受託者またはメーカー・専門会社の様式の報告書とする 

イ 特記報告書などは、受託者の様式の報告書とする 

 

（６）点検・検査内容 

  ア 回数・概要は、点検・検査仕様の内容とする 

  別表３の区分における仕様内の記載項目については、保守点検項目として仕様に含

まれる。仕様外の記載項目については、保守点検項目として仕様には含まない。 

  但し、設備不良等の一次対応（現場確認等の処置）および作業立会いについては、

都度発注側と協議の上、対応可能な場合は対応することとする。 

 

（７）その他 

   お客様及び業務請負者は、経済情勢の変化その他のやむを得ない事情が生じた場合 

には、相手方と協議して月額料金を将来に向かって改定することができるものとしま 

す。 

 

 

以 上  

 


